
（仮称）板橋区環境基本計画2035策定に向けた基礎調査のまとめ

平成４（1992）「板橋区リサイクル条例」制定

平成５（1993） エコポリス板橋環境都市宣言

平成６（1994）「アジェンダ21いたばし」策定

平成７（1995） エコポリスセンター開設

平成９（1997） 板橋区資源環境審議会 設置

〇昭和時代の公害行政から「環境行政」への転換

〇未来志向の持続可能なまちづくりへ

令和３（2021）「板橋区地球温暖化対策実行計画(区域施策編)」策定

令和４（2022）「ゼロカーボンいたばし2050」表明

「板橋区地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」策定

〃 ＳＤＧｓ未来都市に選定

資料１

１ 板橋区におけるこれまでの主な取組 ２ 国内外の動向

昭和
40
年代
・
・
・

〇公害行政の展開

平成
初期

平成
10
年代
・
・
・

令和
・
・

昭和40（1965） 23区にさきがけ、建築課の中に
公害係設置

昭和44（1969） 公害事務の委任を受け公害課 設置

昭和50（1975） 板橋区検査センター完成、環境監視システム、

公害分析室を設置

昭和60（1985） 建設環境部公害対策課 発足

平成11（1999）「板橋区環境基本計画」策定

〃 「エコポリス板橋クリーン条例」制定

平成12（2000） 板橋区環境白書の発行（第１回）

〃 「板橋区一般廃棄物処理基本計画」「板橋区
地球温暖化対策推進実行計画」策定

平成13（2001）「エコポリス板橋環境行動会議」設立

平成17（2005） 板橋エコアクション（IEA)創設

平成19（2007）「板橋区環境教育推進プラン」策定

平成20（2008）「板橋区環境教育ハンドブック」作成

平成21（2009）「板橋区環境基本計画（第二次）」策定

〃 ICLEI世界大会に参加

平成23（2011）「板橋かたつむり運動」の開始

平成28（2016）「板橋区環境基本計画2025」策定

〃 「板橋区環境教育推進プラン2025」策定

平成29（2017）「板橋区一般廃棄物処理基本計画2025」策定

〇区民・事業者・区の協働による幅広い取組の展開

パリ協定採択
持続可能な開発のための2030ア
ジェンダ採択（持続可能な開発
目標（ＳＤＧｓ））

第六次環境基本計画
第五次循環型社会推進基本計画

生物多様性国家戦略2023-2030
東京都生物多様性地域戦略

平成27（2015）

令和６（2024）

令和５（2023）

令和５（2023）（仮称）板橋区環境基本計画2035 検討開始

令和４（2022）

東京都環境基本計画2022

近年の国内外の主な動向

令和２（2020）

国「2050カーボンニュートラル」宣言
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（１）持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）

（２）「第六次環境基本計画」（令和６（2024）年５月閣議決定）

 平成27（2015）年９月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェ

ンダ」に記載された、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標。

 経済・社会・環境の３つの側面のバランスがとれた社会を目指し、17のゴール・169のター

ゲットで構成。

 地方自治体の政策においても目標達成に向けた取組が求められている。

 第一次環境基本計画策定から30年という節目に策定され、「現在及び将来の国民一人一人

のウェルビーイング／高い生活の質」の実現を環境政策の最上位の目標として掲げる。

 現在、直面している気候変動、生物多様性の損失、汚染という地球の３つの危機に対し、

早急に経済社会システムの変革を図り、環境収容力を守り環境の質を上げることによって、

経済社会が成長・発展できる「循環共生型社会」の実現を打ち出している。

ビジョン
「循環共生型社会」
（環境収容力を守り環境の質を上げることによって成長・発展できる文明）

方針
将来にわたって「ウェルビーイング/高い生活の質」（市場的価値＋非市場的価
値）をもたらす「新たな成長」

政策展開

 科学に基づく取組のスピードとスケールの確保（「勝負の2030年」へも対応）

 ネット・ゼロ、循環経済、ネイチャーポジティブ等の施策の統合・シナジー
 政府、市場、国民（市民社会・地域コミュニティ）の共進化
 「地域循環共生圏」の構築による「新たな成長」の実践・実装

目的
環境保全を通じた、「現在及び将来の国民一人一人の生活の質、幸福度、
ウェルビーイング、経済厚生の向上」、「人類の福祉への貢献」

令和６（2024） プラスチック資源回収開始

※ウェルビーイング：個人の権利や自己実現が保障され、身体的、精神的、社会的に良好な状態にあることを意味す
る概念（厚生労働省）とされるが、第六次環境基本計画では明確に定義をしていない。
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２ 国内外の動向

ポイント

（３）脱炭素・気候変動対策 （４）循環型社会

（５）生物多様性

ポイント

ポイント

2050年ビジョン「自然と共生する社会」
2030年 ネイチャーポジティブ（自然再興）の実現

循環経済（サーキュラーエコノミー）への移行2050年までのカーボンニュートラルの実現

 循環型社会の形成に向けて資源生産性・循環利用率

を高める取組を一段と強化するために、大量生産・

大量消費・大量廃棄型の経済・社会様式につながる

一方通行型の線形経済から、持続可能な形で資源を

効率的・循環的に有効利用する循環経済（サーキュ

ラーエコノミー）への移行を推進。

 「循環経済」への移行は、気候変動、生物多様性の

損失、環境汚染等の社会的課題を解決し、産業競争

力の強化、経済安全保障、地方創生、そして質の高

い暮らしの実現にも資する。

（「第五次循環型社会推進基本計画 概要」より）

 新たな世界目標「昆明･モントリオール生物多様性枠組」に対応し、国は「生物多様性国

家戦略2023-2030」、東京都は「生物多様性地域戦略」をそれぞれ策定し、2030年に向け

た目標として「ネイチャーポジティブ（自然再興）」を掲げている。

 国は、「2050年カーボンニュートラル」宣言を受け、2030年度までに温室効果ガス排出

量を46％削減（2013年度比）することを目指し、さらに50%の高みに向けて挑戦を続ける

ことを掲げるとともに、産業構造や社会経済の変革を促し、大きな成長へとつなげてい

く動きを加速。

 東京都は、2050年ゼロエミッションの実現に向け、2030年までに温室効果ガス排出量を

50％削減（2000年比）する「カーボンハーフ」を表明し、省エネ、再エネ等の拡大、天

然資源消費量削減、再生可能資源の利用を、時間軸も踏まえながら強力に展開。

 板橋区においても、令和４（2022）年１月に、2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロ

をめざす「ゼロカーボンいたばし2050」を表明。

ネイチャーポジティブ（自然再興）の実現
自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の
損失を止め、反転させる

『2050年までに、生物多様性が評価され、保
全され、回復され、賢明に利用され、生態系
サービスが維持され、健全な地球が維持され、
全ての人々にとって不可欠な利益がもたらさ
れる』自然と共生する社会

◆長期目標としての2050年ビジョン

生物多様性国家戦略2023-2030 東京都生物多様性地域戦略

◆基本理念

自然に対して畏敬の念を抱きながら、地球
規模の持続可能性に配慮し、将来にわたっ
て生物多様性の恵みを受け続けることので
きる、自然と共生する豊かな社会を目指す

◆ 2030年に向けた目標 ◆ 2030年目標

自然と共生する豊かな社会を目指し、あらゆ
る主体が連携して生物多様性の保全と持続可
能な利用を進めることにより、生物多様性を
回復軌道に乗せる＝ネイチャーポジティブの
実現

＜カーボンニュートラルの概念＞

（環境省「脱炭素ポータル」より）

＜東京都 2030年カーボンハーフに向けた取組＞

（東京都「2030年カーボンハーフに向けた取組の加速」より）

※ＧＨＧ：温室効果ガスのこと。Green House Gasの略。
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（６）板橋区における近年の動き ～未来志向の持続可能なまちづくりへ～

２ 国内外の動向

②ＳＤＧｓ未来都市①「ゼロカーボンいたばし2050」表明

ポイント
「ゼロカーボンいたばし2050」を表明、エコロジー、エネルギー、エコノミーが調和した取組により二酸化炭素排出量実質ゼロをめざす

ＳＤＧｓ未来都市に選定、「絵本がつなぐ『ものづくり』と『文化』のまち」をテーマに取組を展開

 ＳＤＧｓの達成に向けた取組を積極的に進める自治体を内閣府が認定する制度により、令

和４（2022）年、「ＳＤＧｓ未来都市」に選定。

 「絵本のまち」を軸に、交流とにぎわい・子育てしやすい環境を創出することによって、

若い世代の定住化促進と、いつまでも元気に活躍し、学びと緑豊かな環境を創造しながら

未来へ継承し続けるまちの実現に向けた取組を展開するとともに、新しい技術や価値を取

り入れながら、SDGsのめざす未来志向の持続可能なまちづくりを推進。

 環境面については、取組の方向性として「自然と文化にあふれる公園・学校を軸としたま

ちづくり」を掲げ、ゼロカーボンシティの実現に向けた取組の加速、緑豊かで子育てしや

すい環境整備、公園や学校を中心としたまちづくりを推進。

【2030年のビジョン】

絵本がつなぐ「ものづくり」と「文化」のまち
～子育てのしやすさが定住を生む教育環境都市～

【経済面】若い世代の定住化
ものづくりと文化・子育てが

活気を生むまち

【社会面】健康長寿のまちづくり

みんなが元気で暮らしやすいまち

 「ゼロカーボンシティ」は、2050年に二酸化炭素

排出量を実質ゼロにすることを目指す旨を首長自

らが又は地方自治体として公表した地方自治体を

指す。

 令和６（2024）年６月現在、全国1112自治体が表

明。

 板橋区では、令和４（2022）年１月に、人と緑を

未来へつなぐスマートシティを推進し、持続可能

な社会を構築するため、気候非常事態を宣言し、

あらゆる主体と連携・協働して社会全体の自主的

な行動変容を促すとともに、エコロジー、エネル

ギー、エコノミーが調和した取組により、2050年

に二酸化炭素排出量実質ゼロをめざすことを表明。

ゼロカーボンシティ実現に向けた具体的な取組

●再エネ100%電力を利用した電気自動車の導入

● 本庁舎内における
ウォーターサーバー
の設置

● 板橋区地球温暖化対策実行計画の推進

庁用車として再生可能エネルギー100％電力
を利用した電気自動車の導入を拡大

日常的なマイボトルの活用
とワンウェイプラスチック
の削減をめざすため、無料
で利用できるウォーター
サーバーを本庁舎をはじめ
とする区施設に設置

● いたばし環境アクション
ポイント事業の実施

電気・ガスのエネルギー
使用量の削減割合に応じ
て、区内共通商品券と交
換できるポイント還元事
業を実施

区民・事業者とともに二酸化炭素排出量を実質ゼロにする脱炭素社会（ゼロカーボン
シティ）をめざす

● 再エネ100％電力の
計画導入

再生可能エネルギー
100％電力導入施設を
随時拡大
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３ 区の現状と特性

（１）区の概況

ポイント
人口、世帯数は増加しているが、今後、長期的には緩やかに減少していく見込み
地形は北部が低地、南部が高台となっており、その間の崖線には比較的樹林地が多く残存、事業所数は減少傾向
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％

①人口・世帯数の推移と将来推計

＜住民基本台帳に基づく人口・世帯数＞

＜年齢別人口＞

＜将来推計＞

②地形と土地利用

③産業構造

 地形は、平均海抜30メートル前後の武蔵野台地と、荒川の沖積低地

で形成され、おおむね北部が低地、南部が高台となっている。その

間は斜面になっており比較的樹林地が多く残存する崖線を形成。

 土地利用は、宅地（公共用地、商業用地、住宅用地、工業用地）が

約６割、非宅地（空地系、交通系、水面等、農用地、原野）が約４

割となっている。

 事業所数は減少傾向にあるが、従業者数は年による増減はあるものの近年横ばい。

 業種別構成比をみると、卸売業・小売業、宿泊業・飲食サービス業、医療・福祉の割合が高い。

 令和６（2024）年４月１日現在の人口は57.5万人、世帯数は33万世帯。

 近年、生産年齢人口が徐々に増加しているが、少子高齢化も進行。

 長期的には、人口は緩やかに減少すると見込まれている。

＜土地利用の割合＞

＜事業所数・従業者数の推移＞ ＜産業大分類別事業所数の割合（R3)＞

（「経済センサス（各年）」より）

（「令和３年度東京都土地利用現況調査（区部）」より）

宅地

62.5%
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40.0%
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20.6%

農用地

0.6%

水面・河川・水路

2.6%

林野

0.8%

全土地

3,213.9 ha

（「板橋区立郷土資料館 解説シート）」より）

＜地形＞

（「板橋区人口ビジョン及び総合戦略2019（2020年～2045年）」より）
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３ 区の現状と特性

（２）各分野の現状と特性

ポイント
温室効果ガス排出量（2021） 2013年度比で 15.7％ 減少

エネルギー消費量 （2021） 2013年度比で 13.3％ 減少

①脱炭素 ②気候変動適応

ポイント

【これまでの変化】年平均気温が上昇傾向

【将来の変化予測】気温は現在よりも上昇、真夏日・猛暑日
・熱帯夜、短時間強雨が増加する予測

産業部門

15.7%

家庭部門

42.3%

業務部門

20.6%

運輸部門

21.3%

 区内の温室効果ガス排出量、エネルギー消費量は、ともに平成25（2013）年度より減少

してきたが、家庭部門の比率が高い板橋区では、コロナ禍における在宅時間の増加を背

景に、令和２（2020）年度から令和３（2021）年度にかけ増加に転じている。

 家庭部門の比率が約４割を占めるが、温室効果ガス排出量は2013年度比で10.6％減、世

帯当たりエネルギー消費量は同6.5％減にとどまっている。

2013年度比
▲15.7％

2013年度比
▲13.3％

2013年度比
▲6.5％

＜区内温室効果ガス排出量＞ 令和３（2021）年度構成比

（「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」より）

＜区内エネルギー消費量＞
令和３（2021）年度構成比

＜世帯当たりエネルギー消費量＞

産業部門

13.7%

家庭部門

37.5%
業務部門

20.4%

運輸部門

15.7%

廃棄物部門

3.8%

その他６ガス

8.9%

 年平均気温は上昇傾向にあり、真夏日、猛暑日、熱帯夜も増加傾向。

 降水量は、年による増減が大きく、明確な変化傾向は見られない。

 台風の接近数は、昭和55（1980）年から令和元（2019）年までの40年間の観測データに

よると、都では増加傾向にある。また、強い強度の台風の接近頻度が増えているととも

に、移動速度が遅くなっており、台風による影響時間が長くなっている。

（東京都気候変動適応センターホームページより）

これまでの変化

将来の変化予測

（東京都気候変動適応センターホームページより）

 現在よりも気温が上昇すると予測されており、真夏日、猛暑日、熱帯夜も増加する予測。

 短時間強雨が増加する傾向が示されており、個々の短時間強雨の深刻化も予測されている。

（東京管区気象台「東京都の気候変化」より）

＜21世紀末の猛暑日や熱帯やなどの変化＞＜猛暑日日数の分布図（2040-2060年の年間平均）＞

世帯当たりのエネルギー消費
量はあまり減っていない

さらに世帯数の増加も影響し
て、家庭部門の温室効果ガス
排出量は削減が進んでいない

＜東京の年平均気温＞
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④生活環境③資源循環

ポイント
ごみの総排出量、区民一人当たりの一日のごみ排出量は
減少傾向

ポイント
大気環境、河川の水質とも概ね良好な状態を維持
道路交通、建設作業等からの騒音が課題
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３ 区の現状と特性

（２）各分野の現状と特性
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 ごみの総排出量は緩やかに減少。

 区民一人当たりの一日のごみ排出量は、 コロナ禍による生活様式の変化で令和２

（2020）年度に一時的に増加したが、その後再び減少傾向。

 ごみの排出量は減少しており、集団回収など資源回収の取組も活発に行われているが、

リサイクル率はおおむね横ばいで推移。

コロナ禍で
一時的に増加

ごみの

総排出量

区民一人当たり
の一日の

ごみ排出量

リサイクル率

減少傾向

おおむね横ばい

※リサイクル率

＝資源化量（中間処理
後の資源化量を含
む）÷ごみ総排出量
（回収資源を含む）

 大気環境は、光化学スモッグの要因となるオキシダントを除き、全ての項目で環境基準

を達成しており、二酸化窒素などの汚染物質の濃度も低下傾向。

 河川の水質についても、生活環境項目のうち一部を除き環境基準を達成（年平均値） 。

 道路交通による騒音の環境基準達成率は８割前後で推移。また、公害苦情では、建設作

業から発生する騒音に関するものが多く、年間100件以上で推移。

【大気】二酸化窒素濃度（98％値） 【水質】河川のＢＯＤ※ 75％値

※ＢＯＤ：生物化学的酸素要求量（水中の有機物
の代表的な汚染指標）

公害苦情件数（受付件数）
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※ 平成29(2017）年に荒川を除く３河川の類型が凡例
に記載の類型に変更
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⑥学びと協創⑤自然環境

ポイント
植生被覆率※は、平成21（2009）年度以降、徐々に減少

ポイント
エコポリスセンター事業、教育現場における環境学習を中心
に多層的に環境教育、人材育成、連携・協働を展開

7

３ 区の現状と特性

（２）各分野の現状と特性

＜緑被地の分布＞

 植生被覆率（令和元（2019）年度）は18.1％、平成21（2009）年度からの10年間で1.2ポ

イント・約39ha減少。

 主な要因は、建築に伴う植生被覆地の減少。

 台地と低地の境に30か所もの湧水が現存していることも特徴の一つ。

河川、道路
斜面地に沿って
帯状に連なる緑も
特徴の一つ
斜面地沿いには
湧水も分布

台地上の赤塚地域には
農地も多い

＜河川と湧水＞

（「板橋区緑地・樹木の実態調査（X）報告書」より）

※植生被覆率：植生に覆われている区域の割合

＜植生被覆率の推移＞

 拠点施設であるエコポリスセンターを中心に、学びのサイクル（「知る・気づく」→

「考える・学ぶ」→「行動する」→「交流する・育てる」）の確立に向けて、環境関連

のイベントや講座、指導者養成事業等を展開。

 板橋区独自の情報や特性を踏まえて開発された環境教育プログラムの活用による環境教

育の推進。環境教育プログラムはエコポリスセンターや環境活動団体による出前講座や

保育園、幼稚園、小中学校、児童館、あいキッズなどで幅広く活用されている。

 学校などの教育現場では、ＥＳＤ（Education for Sustainable Development ：持続可

能な開発のための教育）の考え方を重視し、板橋区が独自に開発した保幼小中一貫環境

教育カリキュラムに基づいて、保幼小中一貫型の環境学習を推進。

①学び

＜エコポリスセンター＞

 区民団体（エコポリス板橋環境行動会議、環境活動団体）と区の協働による普及活動を

はじめ、町会・自治会、商店会、企業、ＮＰＯ・ボランティア、大学など、様々な主体

との連携・協働を推進。

 エコポリスセンターの事業に協力するボランティア参加者数は、コロナ禍で一時落ち込んだ

ものの復調傾向である。一方、環境活動団体は減少傾向であり、メンバーの固定化や構成員

の高齢化などが課題となっている。

②協創（パートナーシップ）

＜エコポリスセンター事業へのボランティア等
参加者数の推移＞

＜環境教育プログラム利用校（園）の推移＞

＜環境なんでも見本市＞
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